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【はじめに】

わが国における管理栄養士養成において、その養成

教育課程の転換点として、2000 年 4 月の栄養士法の

改正をあげることができる1）。この改正で、管理栄養

士の職務がはじめて明文化された。すなわち、1）傷

病者に対する療養のため必要な栄養の指導、2）個人

の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識

及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導、

3）特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設

における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況

等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理、4）こ

れらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うこ

とと具体的に定義された 1）。

この定義では、疾病の治療のための栄養の指導が第

一点目にあげられており、また第二点目には、健康の

保持増進のための栄養の指導があげられている。した

がって、この法改正で明確にされた管理栄養士の役割

は、医療の場および保健の場で、栄養管理や栄養指導

が適切に遂行できる専門職であることがわかる。

医療の場における深刻な栄養問題に、低栄養状態が

ある。海外の事例ではあるが、全入院患者における低

栄養状態の患者の割合は、軽症の者で 55％、重症の

者まで含めると 84％と非常に高率との報告もある2）。

これらは Hospital Malnutritionと呼ばれ、医療の場

における適正な栄養管理の必要性が世界レベルで認め

られている3 5）。特に高齢者は、高頻度で複数の疾患

を併発し、疾患の影響や服薬等で食欲が低下し、タン

パク質とエネルギーの不足から生じる低栄養状態

（Protein Energy Malnutrition: PEM）を引き起こ

すことが多い。PEMは、免疫や抵抗力の低下を招き、

その影響から、疾患の悪化や感染の誘発、手術合併症

の発生頻度の上昇などを生じさせる。また、在院日数

の増大の誘因となり、医療費の増大にも影響を与える

要因となる。そのため PEMの予防および改善は、医

療における重要課題であり、低栄養状態の早期発見と

適切な栄養管理の実施が必要とされている。

このような課題に対応していくため、各疾患治療に

応じて栄養管理を適切に実施する栄養サポートチーム

（Nutrition Support Team: NST）の重要性が認識さ

れ、先進国をはじめ、わが国においても、多くの医療

施設で設立、稼働されている。わが国では、2001年

に日本静脈経腸栄養学会が NST プロジェクトを設立

し、NSTの普及を進めてきたことが知られている 6）。

その後、2010 年 4 月の診療報酬改定で、チーム医療
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により多職種が連携してより質の高い医療の提供や、

病院勤務医の負担軽減にも寄与するような取組みを評

価するために「栄養サポートチーム加算」が新設され

るに至っている 7）。しかし、本加算は試行的に導入さ

れたものであり、導入後にその影響についての検証を

行うこととなっている。すなわち、各病院は NSTを

確実にうまく運営してアウトカムを出していく必要の

ある制度でもある 8）。

管理栄養士は、医療の場において唯一の栄養専門職

であることから、NST において、中心的な役割を担

うことが期待される。しかし、管理栄養士が医師、看

護師、薬剤師などの他職種と連携していく上で、医学

分野をはじめとした臨床分野の教育・訓練の少なさが

問題点として指摘されているのも実情である 8）。

また、医療の場のみならず、近年の高齢化に伴う社

会情勢を受けて、高齢者ケアの分野でも低栄養状態は

重要な課題である。管理栄養士は、その専門性から、

食事摂取量の減少の予防や、低栄養状態からの回復に

貢献することができる。実際、介護保険サービスの利

用者に対する栄養ケア・マネジメントを担う専門職と

して管理栄養士が配置され、その業務は介護報酬とし

て評価を得ている 9）。また、居宅サービスの利用者の

栄養ケア・マネジメントに対応するために、経管栄養、

摂食・嚥下障害、経口移行及び経口維持、認知症、ター

ミナルケアなど、様々な課題に対応できる高度な専門

性をもつ管理栄養士の育成が課題とされている 9）。

以上から、管理栄養士は、医療や保健の場で栄養管

理や栄養教育を通して、人々の健康や生活の質の向上

に寄与することが求められている。しかし、その養成

教育課程が十分なものであるかという点については、

検討の余地があるものと考えられる。

【目的】

本研究では、とりわけ医療の場における栄養専門職

を養成するという視点から、わが国の管理栄養士養成

教育課程および卒後教育の現状を見直すとともに、諸

外国の現状と比較し、わが国における管理栄養士養成

教育課程のあり方を検討するための基礎資料を得るこ

とを目的とする。

【方法】

既存の文献的資料を活用し検討を行った。検討対象

は、わが国および諸外国における「管理栄養士制度」、

「養成教育課程」、「卒後教育」の 3点とした。諸外国

は、予備的検討で資料の入手が可能であった、米国と

New Zealand（以下 NZと略す）の 2国とした。

「管理栄養士制度」では、資格を得るまでのプロセ

スを検討対象とした。

「養成教育課程」では、1）養成教育課程における臨

床栄養学関連領域の単位数の割合、2）臨地実習の時

間数、3）国家試験における臨床栄養学領域の問題数

の割合を検討対象とした。また臨地実習では、わが国

の現状として、管理栄養士と NSTに関わる他の医療

職種（医師、看護師、薬剤師）との比較も行った。

「卒後教育」は、より上級の資格や能力を取得して

管理栄養士としてのキャリアアップを行うという視点

から、上級資格を検討対象とした。

資料の収集は、わが国の現状は、「各省令」、手元に

ある「成書」および「論文」、「医学中央雑誌」での検

索や各論文の「参考文献」で収集できた文献とした。

米国と NZの現状は、「論文」や「学会発表抄録」を

はじめ、情報検索等を活用し収集できた資料とした。

資料の収集は、原則 2010年 7月から 2011年 1月に行

い、一部の資料を適宜、追加収集した。

【結果】

Ⅰ．管理栄養士制度

①日本

わが国では、2000 年の栄養士法改正によって、管

理栄養士は、「登録制」から「免許制」となった。こ

れは、管理栄養士が果たす役割について確固とした位

置づけを与えることと、これに対応した人材の育成を

図ることを目的としている10）。

管理栄養士免許を取得する方法は、主として、栄養

士法で規定する管理栄養士養成施設で、修業年限 4年

の教育課程を修了し卒業することにより、国家試験の

受験資格が与えられる。そして、合格した場合に免許

を取得することができる。しかし、修業年限が 2～4

年の栄養士養成施設の教育課程を修了し卒業した者で

あっても、一定期間の実務経験を積んだ場合に、国家

試験の受験資格が与えられる 1）。

わが国の医療従事者の国家資格には、有資格者でな

ければその名称を使用できない「名称独占資格」と、

有資格者以外はその業務を行えない「業務独占資格」

がある。管理栄養士は「名称独占資格」である。

また、管理栄養士の免許は厚生労働大臣より付与さ

れ、一度免許を取得すれば、卒後教育課程はなく、更

新の必要もない。

②米国
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米国では、栄養に関する資格がいくつかあるが、保

健医療に関わる主な資格として、栄養技師（Dietetic

Technician Registered: DTR）と登録栄養士（Regi-

stered Dietitian: RD）がある。米国栄養士会（Ame-

rican Dietetic Association: ADA 1）のホームページ

より、DTR、RD の定義、資格取得、職務について

以下に抜粋する11）。

栄養技師 DTRは「食と栄養の実践家」と定義され

ている。資格を取得するは、1）2年制以上の大学で、

CADE 2 の認定する 450時間以上の実践指導実習科目

を含む準学士の課程を修了するか、2）栄養学の専門

課程を備えた大学で学士以上の学位を取得しているこ

とが基礎の条件となる。その後、ADAの資格試験認

定のための委員会組織である CDR 3 が運営する DTR

資格試験に合格する必要がある。また、資格登録を維

持するために、卒後専門教育の受講も課されている。

職務については、医療の分野では、DTR は単独で

職務にあたるより、RDと共に職務に就くことが多い。

具体的には、病院、健康増進機関（HMO 4）、クリニッ

ク、健康管理施設などでは、RDが行う臨床栄養治療

を補助的に助ける役割を担う。しかし実際のところ、

DTRは医療に携わる人材よりも、学校、保育所、矯

正施設、体重管理クリニック、母子保健プログラムな

ど、地域や公衆衛生の場で、栄養カウンセラーとして

職を得ている場合が多いことが報告されている。

一方、登録栄養士 RDは、「RD の資格を与えるに

ふさわしい学識と専門家としての資質を兼ね備えた食

と栄養の専門家」と定義されている。職務については、

大多数の RD は医療に携わる。具体的には、病院、

HMO、クリニック、健康管理施設などの医療チーム

で、臨床栄養治療を管理する立場から、疾病の治療や

予防に関わっている。その他の分野としては、地域や

公衆衛生の場、教育機関、研究に携わる RDも多い。

近年、食品栄養産業、実業家、ジャーナリズム、スポー

ツ栄養、企業の健康プログラムに携わる RD も増加

していることが報告されている。

DTRは短期大学で取得可能な資格であるのに対し、

RD資格を取得するには、四年制大学の卒業が必要と

なる。ADAの定めた CPD（Coordinated Programs

in Dietetics）と呼ばれる教育課程を修了し、その後、

CDRの運営する資格試験に合格する必要がある。

また RD資格は更新が必要であり、CDRの指定し

た教育プログラムを 5 年毎に 75 ポイントの単位

（Continuing Professional Education Units: CPEU）

を取得しなければならない。

③ニュージーランド：NZ

栄養専門職に関連する資格として、登録栄養学者

（Registered Nutritionist）と栄養士（Dietitian）の

二つをあげることができる。前者の資格はニュージーラ

ンド栄養協会（Nutrition Society of New Zealand）12）、

後者の資格はニュージーランド栄養士会（New Zealand

Dietetic Association: NZDA）の資格認定の組織であ

る、ニュージーランド栄養士委員会（New Zealand

Dietitians Board）により運営されている13, 14）。

まず、Registered Nutritionistについてであるが、

以下の 2つの規定のいずれかを満たすと登録申請を行

うことができる12）。一つ目は、動物栄養学、植物栄養

学、人間栄養学のいずれかを専門とする大学を卒業し、

かつ、1）栄養学分野で 5年間の専門的経験を保持し

ている、もしくは、2）修士号を取得し、栄養学分野

で 2年間の専門的経験を保持している、のどちらかを

満たしている。二つ目は、健康科学分野を専門とする

大学を卒業し、動物栄養学、植物栄養学、人間栄養学

分野の修士号を取得後、栄養学分野で 2年間の専門的

経験を保持している、である。

審査は、ニュージーランド栄養協会の登録審査委員

会により行われる。審査員は、学識者、民間企業、政

府、自営者などから選出される。資格取得後の専門性

については、栄養学の立場から、健康増進や疾病の予

防を推進する責務を担う。職域としては、公衆衛生分

野、地域、教育、研究、食品産業、パブリシティ、メ

ディア、コンサルテーションなど、様々な分野に属し

ている。

一方、Dietitianは、ニュージーランド栄養士委員

会によると、食品や栄養に関する専門知識を人々の健

康に応用する役割を担うとされている14）。具体的には、

「ニュージーランド国民の社会的、経済的、文化的状

況を考慮した上で、個々人の健康や疾病の状況にあっ

た最善の健康状態に近づけるよう、個人や集団を対象
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1 米国栄養士会は 2012年にADAからAcademy of Nutri-

tion and Dietetics: ANDに名称変更されている。

2 CADE Commission on Accreditation for Dietetics

Education（栄養学教育資格認定委員会）なお、2012 年

に Accreditation Council for Education in Nutrition

and Dietetics: ACENDに名称変更されている。

3 CDR Commission on Dietetic Registered（栄養士登

録委員会）

4 HMO Health Maintenance Organization（健康増進

機関）



に専門知識を応用していく」と規定されている。

表 1に示すように、NZの教育制度は日本や米国と

異なり、英国の影響を強く受けている。大学も英国同

様、言語学や専門的な専攻の場合には 4年を要する場

合もあるが、学士課程は通常 3年の修学年限、修士課

程は学士取得後 1～2年の修学年限である15, 16）。

NZには、2010年現在、8つの国立大学と 1つの私

立大学があるが、Dietitian になるためのコースがあ

るのは国立のUniversity of Otagoの 1校のみである。

University of Otago の Division of Health Sci-

ences Departments で学士号を取得後、大学院の

Postgraduate Diploma in Dietetics（PGDipDiet）

コースに進学する17, 18）。

Postgraduate Diplomaは、修士号、博士号以外の

大学院レベルの資格を取得できるプログラムで、学士

課程を卒業した学生に、職業に直結した専門的な教育

を提供するものである。内容は 38週の講義・実習と

13週の栄養学研究で構成されている。

PGDipDietコース卒業後、Dietitian登録のために

1）Application to NZ Dietitians Board、2）Entry

of name on register（Registration）、3）Granting

of an annual practising certificate（APC）という

段階を経ることになる。APCとはNZで Dietitianと

して研修訓練をするための証明書であり、1年毎に更

新しなければならない。

更に Dietitianは更新制で、登録後 5年毎に Conti-

nuing Competence Programme という継続的な能力

向上のためのプログラムの受講が必要となる。

Ⅱ．養成教育課程

1）臨床栄養学関連領域の単位数

①日本

2000 年の栄養士法の一部改正に伴い、管理栄養士

の業務内容の明確化に加え、養成のあり方や国家試験

の見直しなどが行われた。

養成教育課程は、表 2 に示すように、2001年度以

前の「旧教育課程」では、専門教育科目は 17教科、

68 単位以上が必修単位であった。2002 年度以後の

「新教育課程」では、専門基礎分野と専門分野に分け

られ、専門基礎分野は 38単位以上、専門分野は 44単

位以上、合計 82単位以上が必修単位となった19）。

特に臨床栄養学の必要単位数は、「旧教育課程」で

は、講義又は演習で 3単位以上、実験又は実習で 2単

位以上、合計 5単位以上という規定が、「新教育課程」

では、講義又は演習のみで 8単位以上となった。

養成教育課程における臨床栄養学関連領域の単位数

を検討するにあたっては、「新教育課程」では実験又

は実習は分野ごとに単位数が定められており、教育内

容との関連が不明瞭なため、講義又は演習の 60単位

に着目した。臨床栄養学関連領域として、「人体の構

造と機能及び疾病の成り立ち」（14単位）、「基礎栄養

学」（2単位）、「応用栄養学」（6単位）、「臨床栄養学」

（8単位）、また栄養指導を行うための基礎となる食行
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表 2 管理栄養士養成教育課程―旧課程と新課程の比較 19）

表 1 わが国と諸外国の教育制度の比較 15, 16）



動科学や栄養カウンセリングの領域を含む「栄養教育

論」（6単位）も関連領域とした。

その結果、臨床栄養学関連領域の合計単位数は 36

単位で、講義又は演習の全 60 単位に対する割合は

60％（36/60×100＝60）であった。

②米国

米国は、州によって教育課程が異なるが、一例とし

て、University of Hawaii at Manoa Department of

Human Nutrition, Food and Animal Sciences の養

成教育課程を表 3 に示した 20）。同大学は、米国内に

おいて RD合格率が上位であることから ADAにおい

ても定評があるとの報告もある21）。

同大学の RD養成教育課程の卒業必修単位数は 128

単位である。臨床栄養学関連領域の単位数の算出にあ

たっては、わが国と同様に「人体の構造と機能及び疾

病の成り立ち」、「基礎栄養学」、「応用栄養学」「臨床

栄養学」、「栄養教育論」に関連する科目を抽出した。

あわせて、1年次に配当されているこれらの専門科目

の基礎となる「導入科目」についても関連領域に含め

た。その結果、臨床栄養学関連領域の合計単位数は

61 62単位で、全 128単位に対する割合は 48％（61

62/128×100≒48）であった。

③ニュージーランド：NZ

NZは、University of Otagoの Division of Health

Sciences Departmentsの教育課程を表 4に示した 17）。

これは、Dietetic Training Programme の前段階の

学士課程教育である。必修単位数は全 375ポイントで

ある。臨床栄養学関連領域に関連するポイント数を米
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表 3 米国 RD養成課程の例―Bachelor of Science in Food Science and Human Nutrition（University of Hawaii）20）



国と同様の方法で算出した。その結果、合計ポイント

数は 282ポイントで、全 375ポイントに対する割合は

75％（282/375×100≒75）であった。

次に、 大学院である Postgraduate Diploma in

Dietetics（PGDipDiet）の教育課程を表 5に示した 18）。

Postgraduate Diplomaは全 150ポイントである。臨

床栄養学関連領域に関連する合計ポイント数は 90ポ

イントで、全 150ポイントに対する割合は 60％（90/

150×100＝60）であった。

Dietitian になるための Bachelor と Postgraduate

Diploma の教育課程のポイント数を合計すると 525

ポイントで、そのうち臨床栄養学関連領域に関連する

ポイントは 372ポイントで、全ポイントの 71％（372

/525×100≒71）であった。

2）臨地実習の時間数

①日本

2000年の栄養士法の改正を受けて、2002年 4月、

文部科学省高等教育局長と厚生労働省健康局長名で

「管理栄養士養成施設における臨地実習及び栄養士養

成施設における校外実習について」が各都道府県に通

達された 22）。

新教育課程の特徴として、専門性の重視と、実践能

力を養うための臨地実習が重要視されるようになった。

臨地実習の単位数は 4単位に設定され、特に栄養評価・

判定が行われる場で直接人に接する実習を推進するよ

う、臨床栄養を中心とし、公衆栄養、給食経営管理の

いずれか（いずれか 1つの分野でも可）で 4単位以上

とした 23）。なお、4単位には栄養士免許取得に係る校

外実習 1単位（給食の運営）も含まれている。わが国

の臨地実習の時間数は、養成教育課程に位置づけられ

ている（表 2）。

臨地実習の時間数を NSTの他の主要職種と比較す

るため、管理栄養士、医師、看護師、薬剤師の修業年

限と臨地実習期間を表 6 に示した 24）。医師は 6 年に

対して 50週、看護師は 4年に対して 30週、薬剤師は

6 年に対して 24 週で、管理栄養士の臨地実習期間が

際立って短かかった。

②米国

米国では、臨地実習は DI（Dietetic Internship）

と呼ばれるプログラムである。DIは、CADE（Com-

mission on Accreditation for Dietetics Education）

が認定し、最低でも 900時間（6ヶ月）以上が義務付

けられており、1800時間（1年）以上行う場合も多い。

DIは全米各州の施設で行われ、研修内容は、マニュ

アル化されており、どの施設で研修を受けても RD

としての基本的な技術が学ぶことができる。

臨床部門、栄養指導部門、フードサービス部門など

様々であるが、ADAから認定された専門の指導者か

ら指導を受ける。また、指導方法は、実践力を磨くた

めにマンツーマン指導をする教育方法が確立されてお

り、指導者 1人にかかる負担を軽減するため、多分野

の専門家が協力し合い、分担して学生の指導にあたる
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表 4 NZの Dietitian養成課程―University of Otago,
Division of Health Sciences Departments:
The Undergraduate degree course 17）

表 5 NZの Dietitian養成課程―Postgraduate Diploma
in Dietetics 18）

表 6 NST関連職種の修業年限と臨地実習期間 24）



社会的バックアップもある25）。なお、2009年からは、

臨地実習の最低時間数が 1200時間に引き上げられる

との報告もある26）。

③ニュージーランド：NZ

NZでは、1年半の PGDipDietコースのうち、臨地

実習は週に 2日、38週（8時間/日×2日/週×38週＝

608時間）にわたって行われる。学生は 5つのトレー

ニングセンター（Auckland、Christchurch、Dunedin、

Hamilton、Wellington）に分かれ、各地で講義と実

習を受けることになる。臨地実習は、臨床栄養、フー

ドサービス、公衆栄養、経営管理の 4分野があり、各

地の指導者が計画する18）。

3）国家試験の臨床栄養学関連領域の問題数

①日本

旧教育課程と新教育課程の管理栄養士国家試験の科

目と問題数を表 7 に示した 27, 28）。旧教育課程（2004

年度：第 19回まで）の管理栄養士国家試験は、全 150

題であった。栄養士養成課程を修了し、管理栄養士国

家試験を受験する者は、全 150題を受験するシステム

であった。一方、管理栄養士養成教育課程を修了した

者は「健康管理概論」（5題）、「解剖生理学」（10題）、

「病理学」（5 題）、「生化学」（12題）、「食品学」（18

題）、「栄養学」（20 題）が免除科目となり、全 80題

の受験であった 27）。

管理栄養士教育課程における臨床栄養学関連領域と

同様の考えに基づいて問題数を算出すると、栄養士養

成課程修了者は「解剖生理学」10題、「病理学」5題、

「生化学」12 題、「栄養学」20 題、「栄養指導論」14

題、「臨床栄養学」15題で、合計 76題と考えられた。

その結果、全問題に占める臨床栄養学関連領域の問題

数の割合は、51％（76/150×100≒51）となった。

一方、管理栄養士養成課程修了者は、免除科目を除

くと「栄養指導論」14題、「臨床栄養学」15題の合計

19題と考えられた。その結果、全問題に占める臨床

栄養学関連領域の問題数の割合は、36％（29/80×100

≒36）となった。また、免除科目の関係から新教育課

程の「人体の構造と機能及び疾病の成り立ち」「基礎

栄養学」「応用栄養学」に対応する試験問題は含まれ

ていなかった。

2000 年の栄養士法改正に伴い、教育課程とともに

試験内容も見直された 28）。新教育課程（2005 年度：

第 20回から）の管理栄養士国家試験は全 200題とさ

れ、免除科目が廃止された。

臨床栄養学関連領域の問題数は、「人体の構造と機

能及び疾病の成り立ち」30題、「基礎栄養学」14題、

「応用栄養学」16題、「栄養教育論」15題、「臨床栄養

学」30題、合計 105題と考えた。「応用力試験」につ

いては、全ての領域の総合問題と考えられるため、割

合の算出からは除くこととした。その結果、全問題に

占める臨床栄養学関連領域の問題数の割合は、55％

（105/190×100≒55）となった。なお、近年、国家試

験の出題基準の見直しが行われ、出題数の再検討も行

われている29）。

②米国

米国では、CDR による全州共通の試験がある。

その内容を、表 8に示した 30）。試験は、“Food and

Nutrition”、“Clinical and Community Nutrition”、

“Education and Research”、“Food and Nutrition

Systems”、“Management”の 5単元で構成されてい

た。

臨床栄養学関連領域の問題数を厳密に抽出すること
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表 7 管理栄養士国家試験の問題数―旧教育課程と新教育課程の比較 27, 28）



は困難であったが、臨床栄養学を含む “Clinical and

Community Nutrition”（40％）、栄養教育論領域を

含む “Education and Research”（10％）を関連領域

とした。その結果、全体の 50％となった。

③ニュージーランド：NZ

NZでは、PGDipDietコースを卒業すると Dietitian

として登録されるシステムであった。そのため、資格

認定試験に関する情報は収集できなかった。

Ⅲ．卒後教育（上級資格）

①日本

管理栄養士対象とした卒後教育として提供されてい

る学会主導型の資格を抽出したところ 6資格が該当し

た。それぞれの資格の概要を表 9に示した。

「糖尿病療養指導士」は、日本糖尿病療養指導士認

定機構によって認定され、5年毎に免許更新を行う必

要がある。

「NST専門療法士」は、日本静脈経腸栄養学会によっ

て認定される。管理栄養士、薬剤師、看護師、臨床検

査技師が対象で、職種により名称は異なり、管理栄養

士は「NST 専門栄養士」となる。免許更新は 5年毎

に行う必要がある。

「病態栄養専門師」は、日本病態栄養学会によって

認定され、5年毎に免許更新を行う必要がある。

「臨床栄養師」は、日本健康・栄養システム学会に

よって認定され、3年毎に免許更新を行う必要がある。

「TNT D（Total Nutrition Therapy for Dietitian）

認定管理栄養士」は、日本栄養士会によって認定され、

5年毎に免許更新を行う必要がある。

「認定臨床栄養学術師」は、日本臨床栄養学会によっ

て認定され、5年毎に免許更新を行う必要がある。
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表 8 米国 CDR全州共通登録栄養士資格試験（Registered
Dietitian Test）の領域別出題割合 30）

表 9 管理栄養士の卒後教育に関連する学会主導型資格の概要



②米国

米国において RD 対象とした学会主導型の資格を

抽出したところ 2 資格が該当した。その概要を表 10

に示した。

“Certified Nutrition Support Clinician”は、米国

静脈・経腸栄養学会（American Society for Parente-

ral and Enteral Nutrition: ASPEN）によって認定

される。

“Certified Diabetes Educator”は、米国糖尿病教育

学者学会（National Certification Board for Diabetes

Educators: NCBDE）によって認定される。

米国の学会主導型資格は、いずれも 5年毎に更新が

必要である。

③ニュージーランド：NZ

NZにおける卒後教育に関連する上級資格は、学会

主導型ではなく、教育課程で行われている。例えば、

University of Otago の Master of Dietetics におい

て、2008年に Dietitian対象に、“Diabetes Dietetics”

と “Gerontology Dietitians” が取得できる養成教育

課程が新設された。その概要を表 11および表 12に示

した 18）。

“Diabetes Dietetics”を取得するには University of

Otagoの PGDipDietコースを修了しているか、また

は NZで Dietitianとして糖尿病療養に関わる経験が

あることが必要である。

“Gerontology Dietitians”を取得するには Univer-

sity of Otago の PGDipDiet コースを修了している

か、または NZで Dietitianとして老人学に関わる経

験があることが必要である。なお、いずれの資格も、

更新の必要性は示されていない。

【考察】

ここでは、医療の場における栄養専門職を養成する

視点から、管理栄養士養成課程教育のあり方について

米国および NZとの比較から検討を行う。

管理栄養士制度については、米国、NZともに、専

門教育課程を卒業した者にのみ、RDや Dietitianの

資格取得の道が開かれるのに対して、わが国では、

2年から 4年の修業年限の栄養士養成教育課程を卒業

した者に対しても、一定の実務経験を積むことにより、

管理栄養士国家試験の受験資格が認められ、合格すれ

ば管理栄養士になる道が開かれている。管理栄養士を

医療専門職と考えた場合、養成教育期間や養成教育課

程の内容が異なる人材が同じ資格を有しているという

点は、今後、議論が必要と思われる。

免許制度については、わが国では、医療従事者の資

格には更新制度がなく、国家資格のうち「運転免許」

「中小企業診断士」「宅地建物取引主任者」の 3種のみ

に更新制度があることが知られている。しかし、米国

の RDおよび NZの Dietitianは、登録の更新が必要

であり、資格取得後、卒後教育を受けることを余儀な

くされている。医療は、日進月歩で進歩することを考

慮すると、更新制度を整備することが卒後教育の充実

に繋がる可能性も示唆される。

また、わが国では、管理栄養士の資格は「名称独占

資格」であり、栄養指導や栄養管理は、他の医療従事

者であっても事実上担うことができるものである。高

度で専門性の高い栄養管理技術が求められている昨今、

NST や栄養ケア・マネジメントの場で、栄養学を専

門的に学んできた管理栄養士にしか担えない業務を明
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表 10 米国 RDの卒後教育に関連する学会主導型資格の概要

表 11 NZの Dietitianの卒後教育に関連した教育課程―

Master of Dietetics（MDiet）endorsed in Diabetes18）

表 12 NZの Dietitianの卒後教育に関連した教育課程―
Master of Dietetics（MDiet）endorsed in
gerontology nutrition 18）



確にし、「業務独占資格」に発展していくことが期待

される。米国の RDおよび NZの Dietitianの業務内

容は、専門性に特化されていたこと、わが国の NST

の主要メンバーである管理栄養士、医師、看護師、薬

剤師のうち、管理栄養士のみが「名称独占資格」で、

他の 3職種は「業務独占資格」であること等を考慮し

ても、制度改革が望まれる点である。

次に、養成教育課程についてであるが、2000 年の

栄養士法改正に伴って、教育課程や国家試験が見直さ

れた。米国、NZの教育課程と比較検討を行っても、

教育内容については、概ねカバーされていた。しかし、

先行研究でも指摘されているとおり、臨地実習、すな

わち実地研修期間が極めて少ないことが確認された 31）。

国際的な視点では、国際栄養士連盟（International

Confederation of Dietetic Association: ICDA）は、

栄養専門職教育の国際水準として 500時間以上という

基準を設けている32）。また、わが国における医療専門

職という視点から、NST を運営する他職種の臨地実

習期間と比較しても明らかに少ない。この点について

は、現在の管理栄養士養成課程における臨地実習は、

業務形態を知るための現場見学程度であり、施設にお

ける管理栄養士等の実務実態の一部を理解することは

可能であっても、実践の場で自信を持って活躍できる

段階にまでは至ることができないとの指摘もある33）。

わが国では、医師、看護師は、医療専門職養成教育

が、それぞれ医学教育、看護学教育とほぼ同義である

と考えられる。一方、管理栄養士は、管理栄養士教育

を受けた者すべてが医療の場における管理栄養士を目

指すわけではないという現状がある。現在、この点を

補うシステムとして、卒後教育がある。わが国の卒後

教育は、医学系学会が主導し、資格認定を行うという

形態が主流であった。しかし、米国の RD や NZ の

Dietitian に準ずるカリキュラムや実地臨床研修期間

を課している資格はほとんどなく、唯一、日本健康・

栄養システム学会が認定する「臨床栄養師」のみが、

100時間に及ぶ認定講座と、900時間に及ぶ臨床研修

を課す資格であった。

この「臨床栄養師」資格の臨床研修の特徴は、急性期

病院、回復期リハビリテーション・介護保険施設、地

域栄養活動、給食経営管理の 4領域を含む研修プログ

ラムが担っている。このような構成となった背景には、

本研修プログラムはNSTの先進施設である米国のオハ

イオ州立大学付属病院、バージニア大学病院、シカゴ

地区の病院および長期療養施設などのインターンシップ

研修の指導責任者の協力を得て、視察、体験的研修に

参加した Nutrition Care and Management（NCM）

リーダー 5 が中心となって検討されてきたことがあげ

られる。また、研修の運営についても工夫されており、

RD や Dietitianの研修と同等の国際レベルの認定研

修が運営されるよう、NCMリーダーによって綿密な

臨床研修マニュアルも作成されている34）。

最後に、わが国における医療専門職としての管理栄

養士のあり方について考える。わが国の病院管理栄養

士の主な業務は、栄養管理・栄養指導に加え、給食

管理も含まれる。一方、米国では、業務内容から病

院給食部栄養士（Kitchen Dietitian）と臨床栄養士

（Clinical Dietitian）に分けられている。前者は、大

学卒業レベルの実力で、フードサービス（給食管理）

を行う。後者は、大学院修士課程レベルの実力が必

要となり、クリニカルサービス（臨床栄養）を担当す

る。このように担当業務を明確化することにより、よ

り専門性に特化した業務が可能になると考えられてい

る 8）。

わが国においても、先にあげた「臨床栄養師」資格

の取得をはじめ、医療の場における専門性を高める道

は開かれつつある。しかし、米国や NZにはさらに専

門性に特化した資格が存在し、とりわけ NZにおいて

は、修士課程教育のなかで実践的な専門性を高める機

会が整備されていた。また、米国においては、1990

年代から、臨床分野の栄養士を対象とした実践博士課

程（栄養学博士：Nutrition Doctorate）プログラム

の検討も行われてきた 35）。とりわけ近年においては、

RDが研究活動を行ってこなかったことを反省点とし

て、人を対象とした研究を行うための訓練プログラム

の開発や、RDが研究活動を積極的に行うための支援

プログラムが検討されている36, 37）。

わが国において、今後、管理栄養士養成を学士課程

教育、卒後教育の一貫した視点から養成教育課程のあ

り方を検討していくにあたって、諸外国の制度や事例

は参考になるであろう。また、それらは、生涯にわたっ

て、人間栄養学の視点から研鑽できるシステムづくり

であることが望まれる。

本研究は、2010 年度大阪樟蔭女子大学学芸学部食

物栄養学科臨床栄養学第 2研究室の卒業研究（指導教
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5 NCMリーダー：日本健康・栄養システム学会が、栄養

ケア・マネジメント人材の育成を目的に 2002年から実

施している「NCMリーダー研修」を修了し、一定の評

価を得た人材。
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Training Curriculum of Registered Dietitian in Japan:
A View from Training Clinical Professionals

Faculty of Health and Nutrition, Department of Health and Nutrition
Tomoko SUZUKI
Kinya SANDO
Yoshinobu IJIRI

Abstract

Registered dietitians（RDs）are expected to manage nutrition support teams in medical settings and to
care for increasing malnourished older people as nutritional professionals. The purpose of this study is to
examine the training curriculum of RDs in Japan, and whether it is good enough to manage the nutritional
care of patients as medical professionals. A literature review was conducted to compare the RD situation in
Japan to that in the United States（US）and New Zealand（NZ）based on 1）qualification systems, 2）train-
ing curriculum, and 3）graduate training programs. The results varied between countries. Only Japan has a
system of awarding RD licenses to people who have not completed a RD course, but have only completed
a dietitian course. Both the US and NZ have a system to update RD licenses every 5 years, whereas in Japan
the RD award is permanent. With regard to the training curriculum, the hands-on training time in Japan is
very limited compared with that in the US and NZ. The graduate training programs were conducted by a
number of medical organisations but in Japan few of these programs required clinical training like the intern-
ship programs in the US or NZ.

Keywords: registered dietitian, training curriculum, graduate training programs, medical care, clinical nutri-
tion
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